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白
色
事
業
専
従
者
に
該
当
す
る
場
合
は
、

税
法
上
の
扶
養
親
族
に
な
れ
ま
せ
ん
）。

　
適
用
を
受
け
る
に
は
、
次
の
①
～
⑤
の

い
ず
れ
か
一
つ
が
必
要
で
す
。
手
帳
の
有

無
や
年
齢
の
基
準
日
は
申
告
す
る
年
分
の

12
月
31
日
現
在
の
状
況
で
判
断
し
ま
す
。

①
身
体
障
害
者
手
帳（
赤
色
）　

②
療
育
手
帳（
緑
色
）　

③
戦
傷
病
者
手
帳（
黒
色
）

④
精
神
障
害
者
手
帳（
青
色
）　

⑤
市
の
福
祉
事
務
所
長
が
発
行
す
る
障
害

　
者
控
除
対
象
者
認
定
書

※
⑤
障
害
者
控
除
対
象
者
認
定
書
に
つ
い

　
て
は
、
市
の
生
活
福
祉
課
障
が
い
福
祉

　
係
、
ま
た
は
各
総
合
支
所
市
民
福
祉
課

　
で
、
申
請
に
よ
り
発
行
し
ま
す
。
対
象

　
者
は
介
護
保
険
の
要
介
護
認
定
を
受
け

　
て
い
る
65
歳
以
上
の
方
で
、
障
が
い
者

　
に
準
じ
る
状
態
と
認
定
さ
れ
た
方
で
す
。

　
介
護
保
険
被
保
険
者
証
お
よ
び
認
定
決

　
定
通
知
書
の
掲
示
だ
け
で
は
障
害
者
控

　
除
は
適
用
さ
れ
ま
せ
ん
。

◆
寡
婦（
寡
夫
）控
除
を
お
忘
れ
な
く

　
税
法
上
、
配
偶
者
と
死
別
し
た
場
合
や

離
別
し
た
場
合
、
所
得
控
除
の
額
が
上
乗

せ
さ
れ
税
額
の
軽
減
を
受
け
る
こ
と
が
で

き
ま
す
。
適
用
を
受
け
る
た
め
に
は
、
一

定
の
要
件（
左
表
）が
あ
り
ま
す
。
原
則
、

申
告
す
る
年
分
の
12
月
31
日
現
在
の
状
況

で
判
断
し
ま
す
。

　
申
告
の
受
付
は
、
市
民
の
皆
さ
ん

に
直
接
関
わ
る
仕
事
の
一
つ
で
す
。

皆
さ
ん
か
ら
「
頑
張
っ
て
ね
」
と
優

し
い
言
葉
を
か
け
て
も
ら
う
こ
と
も

あ
り
、
と
て
も
励
み
に
な
り
ま
す
。

ま
た
、
き
ち
ん
と
申
告
し
て
も
ら
っ

た
上
で
納
め
て
も
ら
う
税
な
の
で
、

よ
り
良
い
使
い
方
を
し
て
い
か
な
け

れ
ば
と
感
じ
ま
す
。

　
約
１
カ
月
と
い
う
短
い
期
間
に
、

１
万
件
近
く
の
申
告
を
受
け
付
け
る

た
め
、
申
告
会
場
は
非
常
に
混
雑
し

ま
す
。
待
ち
時
間
を
少
し
で
も
短
く

過
ご
し
て
も
ら
う
た
め
に
、
ご
自
身

の
申
告
資
料
を
事
前
に
整
理
・
作
成

す
る
な
ど
の
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま

す
。

　
ご
不
明
な
点
が
あ
り
ま
し
た
ら
、

お
早
め
に
税
務
署
や
税
務
課
市
民
税

係
ま
で
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

れ
な
い
場
合
が
あ
り
ま
す
。

　
収
入
が
あ
る
の
に
未
申
告
状
態
で
い
る

と
、
さ
ま
ざ
ま
な
給
付
や
手
当
に
関
わ
る

金
額
な
ど
の
正
し
い
算
定
が
で
き
ま
せ

ん
。
ま
た
、
公
営
住
宅
な
ど
の
入
居
や
就

学
、
融
資
の
た
め
に
必
要
な
各
種
税
証
明

書
を
す
ぐ
に
発
行
す
る
こ
と
が
で
き
ま
せ

ん
の
で
ご
注
意
く
だ
さ
い（
事
業
所
か
ら

の
給
与
支
払
報
告
書
や
公
的
年
金
な
ど
か

ら
支
払
報
告
書
な
ど
が
提
出
さ
れ
て
い
る

場
合
を
除
く
）。

◆
障
が
い
者
や
寡
婦
・
寡
夫
の
方
の

　
控
除
に
つ
い
て

　
市
県
民
税
は
、障
害
者
控
除
や
寡
婦（
寡

夫
）控
除
な
ど
が
適
用
さ
れ
る
と
、
合
計

所
得
金
額
が
１
２
５
万
円
ま
で
非
課
税
と

な
り
ま
す
。

※
勤
務
先
で
の
年
末
調
整
や
、
公
的
年
金

　
な
ど
の
「
扶
養
親
族
等
申
告
書
」
な
ど

　
に
よ
っ
て
既
に
申
告
し
て
い
る
場
合
は
、

　
改
め
て
申
告
を
す
る
必
要
は
あ
り
ま
せ

　
ん
。

◆
障
害
者
控
除
を
受
け
る
に
は

　
心
身
に
障
が
い
の
あ
る
方
、
ま
た
は
心

身
に
障
が
い
が
あ
る
方
を
税
法
上
の
扶
養

親
族
と
し
て
い
る
場
合
、
所
得
控
除
の
額

が
上
乗
せ
さ
れ
税
額
の
軽
減
を
受
け
る
こ

と
が
で
き
ま
す（
た
だ
し
、
青
色
ま
た
は

寡婦（①また

は②のどちら

かに該当する

方）

①夫と死別もしくは離別した後、婚姻しておらず、所得が 38万円以下

の生計を共にする子または扶養親族がいる。

②夫と死別した後婚姻しておらず、合計所得金額が500万円以下である。

特別の寡婦
上の①の条件に加え、扶養親族である子があり、かつ合計所得金額が

500万円以下である。

寡夫
妻と死別もしくは離別した後婚姻しておらず、所得が 38万円以下の生

計を共にする子があり、かつ合計所得金額が 500万円以下である。

表：寡婦・寡夫控除の適用を受けるには
〜下枠内の要件と一致するか確認してみましょう〜

税務課市民税係

柏
かしわぎ

木麻
ま

里
り

主査

声

担
当
者
の
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◆
申
告
期
間
と
会
場
に
つ
い
て

☟
鹿
沼
税
務
署
で
の
確
定
申
告

期
間
…
２
月
13
日（
金
）～
３
月
16
日（
月
）

午
前
９
時
～
午
後
４
時

受
付
会
場
…
鹿
沼
商
工
会
議
所
ア
ザ
レ
ア

ホ
ー
ル（
鹿
沼
市
睦
町
２
８
７
ー
16
）

※
右
の
期
間
外
は
鹿
沼
税
務
署
で
申
告
し

　
て
く
だ
さ
い
。

※
所
得
税
の
還
付
申
告
は
１
月
５
日（
月
）

　
か
ら
鹿
沼
税
務
署
で
受
付
開
始
し
ま
す
。

☟
日
光
市
内
で
の
確
定
申
告
・
市
県
民
税

　
申
告

所
得
税
の
還
付
申
告
・
市
県
民
税
の
申
告

期
間
…
２
月
２
日（
月
）～
２
月
13
日（
金
）

所
得
税
の
確
定
申
告
・
市
県
民
税
の
申
告

期
間
…
２
月
16
日（
月
）～
３
月
16
日（
月
）

※
各
地
域
に
よ
り
開
催
場
所
・
日
程
・
時

　
間
帯
が
異
な
り
ま
す
。
詳
し
い
内
容
は

　【
申
告
の
お
知
ら
せ
】を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

※
各
会
場
と
も
土
曜
・
日
曜
日
、
祝
日
は

　
受
付
を
行
っ
て
い
ま
せ
ん
。

※
鹿
沼
税
務
署
か
ら
申
告
用
紙
な
ど
が
郵

　
送
さ
れ
た
方
は
、
そ
の
書
類
を
お
持
ち

　
く
だ
さ
い
。

◆
未
申
告（
課
税
資
料
が
な
い
状
態
）

　
に
な
ら
な
い
よ
う
に

　
市
県
民
税
の
課
税
資
料
は
、
国
民
健
康

保
険
税
や
介
護
保
険
料
な
ど
の
金
額
を
計

算
す
る
資
料
に
も
な
り
ま
す
。

　
平
成
26
年
中
に
無
収
入
で
税
法
上
の
扶

養
に
な
っ
て
い
な
い
方
や
、
障
が
い
年

金
・
遺
族
年
金
の
み
の
収
入
の
方
は
、
未

申
告
の
ま
ま
だ
と
正
確
な
税
額
の
計
算
が

で
き
ず
、
低
収
入
に
よ
る
軽
減
を
受
け
ら

所得税の確定申告について　鹿沼税務署　☎0289-64-2153
市県民税申告について　税務課市民税係　☎21-5113

所得税・復興特別所得税
（国税）の確定申告と

　今年も所得税と市県民税の申告の時期になりました。申告の方法などの詳細について
は今月号の広報紙と一緒に配布した「【申告のお知らせ】はじまります !　税の申告（以下、
申告のお知らせ）」に記載されていますので準備にお役立てください。
　また、ご不明な点は税務署や税務課市民税係にお問い合わせください。

市県民税（住民税）
の申告が
始まります !


